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人吉鉄道ミュージアムＭＯＺＯＣＡステーション８６８管理運営仕様書 

 

１ 趣旨 

本仕様書は、人吉鉄道ミュージアムＭＯＺＯＣＡステーション８６８指定管理

者（以下「指定管理者」という。）が行う業務の内容及び履行方法について定める

ことを目的とする。 

 

２ 法令等の遵守 

人吉鉄道ミュージアムＭＯＺＯＣＡステーション８６８条例（平成２７年人吉

市条例第４号。以下「条例」という。）第２条に規定する人吉鉄道ミュージアムＭ

ＯＺＯＣＡステーション８６８（以下「人吉鉄道ミュージアム」という。）を管理

運営するに当たっては、次に掲げる関係条例等に基づき誠実に処理を行うものと

する。 

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

⑶ 人吉鉄道ミュージアムＭＯＺＯＣＡステーション８６８条例 

⑷ 人吉鉄道ミュージアムＭＯＺＯＣＡステーション８６８条例施行規則（平成

２７年人吉市規則第１８号） 

⑸ 人吉市情報公開条例（平成１３年人吉市条例第１号） 

⑹ 人吉市情報公開条例施行規則（平成１３人吉市規則第７号） 

⑺ 人吉市個人情報保護法施行条例（令和４年人吉市条例第２６号） 

⑻ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

⑼ 人吉市行政手続条例（平成８年人吉市条例第３０号） 

⑽ 人吉市行政手続条例施行規則（平成９年人吉市規則第１２号） 

⑾ 人吉市会計規則（昭和３９年人吉市規則第３号） 

⑿ 人吉市暴力団排除条例（平成２３年人吉市条例第１７号） 

⒀ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

⒁ 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 

⒂ その他関係法令等 

 

３ 開館時間及び付帯施設の利用時間 

  人吉鉄道ミュージアムの開館時間及び付帯施設の利用時間は午前９時から午後

５時までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ

市長の承認を得て、変更することができる。 

 

４ 休館日 

  人吉鉄道ミュージアムの休館日は次のとおりとする。ただし、指定管理者は必

要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休

館することができる。 

⑴ 水曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日に当たるときは、当該休日以後の最も近い休日でない日） 
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⑵ １２月３０日から翌年１月２日まで 

 

５ 人員の配置 

  指定管理者は、人吉鉄道ミュージアムの管理運営業務を円滑に遂行するため、

次の人員を配置し、又は必要な措置を講じること。 

⑴ 館長を配置し、人吉鉄道ミュージアムの管理運営の責任者として事務を掌理

し、施設職員を指導監督すること。 

⑵ 業務主任（呼称自由）を常勤で配置し、人吉鉄道ミュージアムの総合的な管

理に当たること。また、業務主任は、人吉鉄道ミュージアムの管理運営に必要

な知識、経験及び力量を有する者とする。 

⑶ 人吉鉄道ミュージアムの管理運営に当たるため、開館時間中は適切な人員を

配置すること。さらに、開館、閉館に伴う業務を行うに足りる人員を必要時間

配置すること。 

⑷ 人吉鉄道ミュージアムに防火管理者を置き、消防計画を作成し、消防訓練や

避難訓練等を行い、緊急時の対応に備えること。 

⑸ その他指定管理者が人吉鉄道ミュージアムで行う業務に支障がなく、安全で、

利用者が満足するサービスを提供するに足りる適切な人員を配置すること。 

⑹ 配置する人員に対する必要な研修を行うこと。 

 

６ 業務の範囲 

⑴ 人吉鉄道ミュージアムの運営及び維持管理に関する業務 

  ア 施設の運営に関する業務 

   (ｱ) 利用者への接客案内及び秩序の保持 

     利用者に対する案内、電話等による問い合わせの対応を行うこと。また

障がい者や高齢者には必要に応じて介助など行うこと。 

   (イ) ミニトレイン運行及びレイルバイク貸出業務 

     ａ ミニトレイン運行 

       車掌及び運転手の２人で運転業務を行う。また、ミニトレイン運行

時には、館内及び館外の安全管理を行う。 

     ｂ レイルバイク貸出 

       レイルバイクを貸出し、安全管理を行う。 

   (ウ) 利用料金に関する業務 

     利用料金の額の設定（条例第７条第３項の規定による市長の承認が必要）、

利用料金の徴収、減免、返還に関する業務を行うこと。 

   (エ) 施設及び付帯施設等の安全使用の指導 

   (オ) イベントの開催 

  イ 施設の維持管理に関する業務 

   (ｱ) 清掃業務 

     人吉鉄道ミュージアムの日常的清掃を行い、常に清潔な状態を維持する

こと。 

   (イ) 緑地維持管理業務 
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     芝生管理、花壇管理、除草、樹木剪定及び薬剤散布等の緑地維持管理業

務を行い、人吉鉄道ミュージアムの美観を維持すること。 

   (ウ) 修繕業務 

     人吉鉄道ミュージアムにおいて、破損、故障等が発生した場合又は破損、

故障等が見込まれる場合は、速やかに修繕や改善等を行うこと。 

   (エ) 保守点検業務 

     人吉鉄道ミュージアムの機能を良好に維持し、安全性を確保するため、

法定点検その他の必要な保守点検業務を行うこと。 

    ａ ミニトレイン定期メンテナンス業務 

    ｂ ミニトレイン保守点検業務 

    ｃ 自動ドア保守点検業務 

    ｄ 消防用設備等保守点検業務 

   (オ) 警備業務 

人吉鉄道ミュージアムの秩序を維持し、事故、災害等の発生を警戒・防

止し、財産の保全を図るとともに利用者の安全を守るために、センサー機

器等による警備、施錠等を適切に行うこと。 

(カ) 備品及び遊具等の管理業務 

人吉市（以下「市」という。）が定める備品管理簿を備えてその保管に係

る物品を整理し、適切に管理すること。また、備品の損耗状態について、

日常的・定期的に保守点検を行い、安全性を保つこと。 

(キ) 自動体外除細動器（ＡＥＤ）の研修及び日常点検業務 

     自動体外除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）の操作方法取得のため、定

期的に施設職員に研修を行うこと。また、ＡＥＤが正常に稼働できるよう

日常点検を行うこと。 

⑵ 人吉鉄道ミュージアムの利用の許可に関する業務 

  ア 利用申請の受付、許可等 

人吉鉄道ミュージアムの利用申請の受付、審査及び許可又は不許可並びに

利用取消に関する業務を行うこと。 

  イ 利用許可申請書、利用許可書の作成を行うこと。 

⑶ 肥薩線の歴史的・文化的価値等について情報を発信する業務 

   市広報、ホームページ、ＳＮＳ等により、必要な情報を発信すること。また、

報道機関等による取材対応やパンフレット等の作成により広報に努めること。 

⑷ 人吉・球磨地域の観光振興拠点としての業務 

周辺施設及び関係団体と連携を図り、地域のＰＲや情報提供及び情報発信を

行うこと。 

⑸ 鉄道案内ガイド、子どもの教育に係る地域団体等との連携を図るために必要

な業務 

   団体利用などの利用促進を行い、保育園・幼稚園・認定こども園・小中学校

等と連携を図ること。 

 

７ 経費に関する事項 
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⑴ 指定管理者の収入として見込まれるもの 

  ア 指定管理料 

    指定管理料に含まれる経費は次のとおりである。 

人件費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、電気料、水道料、修繕費、電話

料、手数料、委託料、賃借料、負担金及びその他の管理運営に必要な経費 

  イ 人吉鉄道ミュージアムの施設及び付帯施設の利用料金 

  ウ 自主事業による収入 

⑵ 指定管理料の支払方法 

   協定書に定めるものとする。 

⑶ 経理の区分 

管理運営業務の実施に係る経理については、指定管理者におけるその他の経

理と区分し、独立した口座で管理するものとする。 

 

８ 業務の再委託 

指定管理者は、第三者に対してこの業務を一括して再委託し、又は請け負わせ

ることはできない。ただし、指定管理者が直接処理することが困難な場合又は委

託することが本業務の遂行上合理的と認められる場合は、業務の一部を第三者に

委託し、又は請け負わせることができる。この場合、市と事前に協議し承認を得

るものとする。 

なお、委託を確認するため契約書の写しを提出するものとする。 

 

９ 自主事業 

  自主事業は、次に掲げる事項を遵守し、事前に市長の承認を得るものとする。 

⑴ 入館料等を徴収する場合は、その金額が適正なものであること。 

⑵ 指定管理者の自己責任と費用負担により実施すること。 

 

10 個人情報の取扱い及び守秘義務 

  人吉鉄道ミュージアムの管理に関し知り得た個人情報を取り扱う場合について

は、漏えい、滅失又は毀損の防止、その他個人情報の適切な管理のため、必要な

措置を講じなければならない。 

  また、業務上知り得た情報を他に漏えいしたり、不当な目的に利用してはなら

ない。指定管理期間が終了した後も同様とする。 

 

11 環境問題への取組み 

第５次人吉市地球温暖化対策実行計画に基づき、電気、車両、その他の燃料、

水道水、用紙類の使用量の削減と、ゴミの減量化・リサイクルを図ること。 

 

12 行政等への協力 

⑴ 人吉鉄道ミュージアムで行われる市主催の事業に対し施設において必要な協

力をすること。 

⑵ 自然災害発生時及び非常時において、市と協働で対応に当たること。 
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⑶ 市が行う調査等については、必要な協力をすること。 

 

13 事業計画書及び事業報告書 

⑴ 年間事業計画 

   毎年度１２月１日までに、翌年度の年間事業計画書を提出し、市長の承認を

得ること。 

⑵ 年間事業報告書 

   毎年度終了後２か月以内に年間事業報告書を提出すること。年間事業報告書

に記載する事項は、次のとおりとする。 

  ア 指定管理業務の実施状況 

  イ 人吉鉄道ミュージアムの利用状況 

  ウ 利用料金等の収入状況 

  エ 指定管理業務に係る収支状況 

  オ その他市長が必要と認める事項 

⑶ 上半期事業報告書（４月～９月） 

   １０月２０日までに、上半期事業報告書を提出すること。上半期事業報告書

に記載する事項は、次のとおりとする。 

  ア 指定管理業務の実施状況 

  イ 指定管理業務に係る収支状況 

ウ 下半期（１０月～翌年３月）の修繕費及び再委託費の執行見込 

  エ その他市長が必要と認める事項 

⑷ 月次事業報告 

   毎月１０日までに、次の事項を市長に報告すること。 

  ア 人吉鉄道ミュージアムの利用状況 

  イ 利用料金等の収入状況 

  ウ 修繕報告 

  エ 再委託報告 

  オ その他市長が必要と認める事項 

⑸ 臨時事業報告 

人吉鉄道ミュージアムにおいて、次に掲げる事態が発生した時は、速やかに

市長に報告すること。 

ア 災害、事故等が発生したとき 

  イ 苦情、要望等を受けたとき 

  ウ 放置物件を発見したとき 

  エ その他市長が必要と認めたとき 

⑹ 事業内容等の審査及び改善指示等 

指定管理者から提出された年間事業計画書並びに年間事業報告書、上半期事

業報告書、月次事業報告書及び臨時事業報告書の内容について、市長が審査及

び実地調査を行い、指定管理業務の内容が不適当と認めたときは、指定管理者

に対し、業務の再履行、改善その他の必要な指示を行うことができ、指定管理

者はこの指示に従うものとする。 
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14 損害賠償と保険の加入 

  指定管理者は、指定期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。 

 ⑴ 対人補償 １人につき    １億円以上 

        １事故につき   ３億円以上 

 ⑵ 対物補償 １事故につき   ５００万円以上 

 

15 引継ぎに関する事項 

⑴ 指定期間開始前の引継ぎ 

指定期間の開始日の前日までに、本業務を行うために必要な準備として、市

及び指定管理者と業務の引継ぎを行うこと。ただし、引継ぎに係る費用は指定

管理者の負担とする。 

⑵ 原状回復 

指定管理者は、指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは

期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、遅延

なく、施設及び設備の原状回復を行うこと。 

なお、原状回復にかかる費用は指定管理者の負担とする。 

 

16 その他 

この仕様書に定める内容に疑義が生じた場合又はこの仕様書に定めのない事項

については、市長と別途協議し決定する。 


